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桑

山

由

文

元首政期 ローマ帝 国 とギ リシア知識人

は
　

じ
　

め
　

に

　
元
首
政
期

ロ
ー
マ
帝
国
に
お
い
て
は
、
当
初
は
首
都

ロ
ー
マ
や
イ
タ
リ
ア
の
人

々
が
政
治
支
配
層

の
ほ
と
ん
ど
を
占
め
て
い
た
が
、
徐
々
に
属
州
出
身
者
の
占
め

る
割
合
が

増
加
し
て
い

っ
た
。

ギ
リ
シ
ア
文
化
圏

で
あ
る
帝
国
東
部
の
人
々
に

も
、

こ
う
し
た
社
会
的
上
昇
は
見
ら
れ
た
。
と
り
わ
け
、
後

一
世
紀
後
半
の
フ
ラ

ウ

ィ
ウ
ス
朝
か
ら
は
、
政
治
支
配
層
第

一
身
分
で
あ
る
元
老
院
議
員
身
分

へ
の
進

出
が
拡
大
し
て
い
っ
た
。
続
く
五
賢
帝
期

に
は
、
彼
ら
は
政
権
中
枢
の
要
職
に
も

登
用
さ
れ
、
中
央
政
界
に
お
い
て
確
固
た
る
位
置
を
占
め
る
に
い
た

っ
た
。
そ
し

て
、
三
世
紀
に
は
つ
い
に
、
東
部
出
身

の
皇
帝
す
ら
誕
生
す
る
こ
と
と
な
る
の
で

　
(1
)

あ
る
。

　
時
を
ほ
ぼ
同
じ
く
し
て
、

ロ
ー
マ
帝
国
東
部
で
は
様

々
な
知
識
人
が
活
躍
し
、

ギ
リ
シ
ア
文
化
の

一
大
繁
栄
期
を
築
き
上
げ
た
。

こ
れ
は

し
ば
し
ば

「
ギ
リ
シ

ア

・
ル
ネ
サ
ン
ス
」
と
い
わ
れ
、
プ

ル
タ
ル
コ
ス
や
ア

ッ
リ
ア
ノ
ス
、

ル
キ
ア
ノ

ス
と
い

っ
た
人
々
が
現
在
で
も
名
高

い
が
、
加
え
て
、
弁
論
家
た
ち
が
大
い
に
活

動
し
た
こ
と
も
こ
の
時
代
の
特
徴
で
あ
る
。
彼
ら
は
各
地
で
人

々
に
弁
論
術
を
教

授
し
、
ま
た
、
練
習
演
説

(
デ
ク
ラ
マ
テ

ィ
オ
)
を
披
露
し
て
聴
衆
を
魅
惑
し
、

高
い
社
会
的
名
声
と
多
額
の
報
酬
を
得
た
。
中
に
は
、
ギ
リ
シ
ア
都
市
が
皇
帝

へ

送
る
請
願
使
節
団
に
加
わ
る
者
も
い
た
。
三
世
紀
の
フ
ィ
ロ
ス
ト
ラ
ト
ス
の

『
ソ

フ
ィ
ス
ト
列
伝
』
は
、
こ
う
し
た
弁
論
家
た
ち
の
中
で
も
、
ネ
ロ
帝
期
以
降
の
ソ

フ
ィ
ス
ト
と
呼
ば
れ
る
人
々
を
古
典
期
ギ
リ
シ
ア
の
ソ
フ
ィ
ス
ト
と
結
び
付
け
た

伝
記
的
作
品
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
彼

の
著
作
に
ち
な
ん
で
、
こ
の
時
代
の
弁
論
術

の
隆
盛
は

「
第
ニ
ソ
フ
ィ
ス
ト
運
動
」
と
も
称
さ
れ
る
。

　
当
時
の
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
隆
盛
は
、
単
に
東
部
だ
け
で
な
く
、

ロ
ー
マ
帝
国
全

体
に
も
広
く
及
ん
で
い
た
。

マ
ル
ク
ス

・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
帝

(在
位
　

一
六

一
-

一
八
〇
年
)
が
、
属
州
ヒ
ス
パ

ニ
ア
、

つ
ま
り
帝
国
西
部
出
身
で
あ

っ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
ギ
リ
シ
ア
哲
学
に
深
い
関
心
を
示
し
、
ギ
リ
シ
ア
語
で

『自
省
録
』

を
著
し
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
が
、
彼
だ
け
で
は
な
い
。
二
世
紀
初
頭
の
弁
論
家

フ
ァ
ウ
ォ
リ
ヌ
ス
は
属
州
ガ
リ
ア
の
ア
レ
ラ
テ

(
ア
ル
ル
)
出
身
で
あ

っ
た
し
、

三
世
紀
頃
の
ギ
リ
シ
ア
語
著
作
家
ア
エ
リ
ア
ヌ
ス
は
、
ギ
リ
シ
ア
世
界
の
様
々
な

逸
話
を
集
め
た
書
物
を
著
し
た
が
、
イ
タ
リ
ア
か
ら
終
生
出
る
こ
と
の
な
か

っ
た

人
物
で
あ
る
。

　
も

っ
と
も
、
こ
の
時
代
の
ギ
リ
シ
ア
文
芸
に
関
す
る
評
価
は
高
く
は
な
い
。
そ

の
多
く
は
ギ
リ
シ
ア
古
典
期
の
も
の
の
模
倣
に
す
ぎ
ず
、
内
容
も
空
虚
で
、
美
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(2
)

や
修
辞
に
堕
し
た
と
み
な
さ
れ
る
。
弁
論
術
も
古
典
期
ギ
リ
シ
ア
と
異
な

っ
て
実

学
と
し
て
の
性
格
を
失
い
、
美
し
い
弁
論
を
行
う
こ
と
そ
れ
自
体
が
目
的
と
な

っ

19



窓史

て
い
た
と
、
古
く
か
ら
批
判
さ
れ
て
き

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
時
の
ギ
リ
シ
ア

知
識
人
た
ち
の
活
動
が

一
世
を
風
靡
し
、

ロ
ー
マ
帝
国
の
文
化
や
社
会
に
大
き
な

影
響
を
与
え
た
と
い
う
事
実
は
変
わ
ら
な

い
。
元
首
政
期

ロ
ー
マ
帝
国
の
社
会
を

理
解
す
る
う
え
で
は
、
文
学
的
価
値
判
断

は
抜
き
に
し
て
彼
ら
を
考
察
す
る
こ
と

が
必
要
な
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
ギ
リ
シ
ア
知
識
人
た
ち
の
政
治
的
社
会
的
役
割
に
つ
い
て
は
、
早
く

は

一
九
六
〇
年
代
末
に
、

○
°類

切゚
。名
臼
8
。犀
が
第

ニ
ソ
フ
ィ
ス
ト
に
焦
点
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(3
)

あ
て
た
書
物
を
著
し
、
関
心
を
促
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
第
ニ
ソ
フ
ィ
ス
ト
た
ち

は
帝
国
東
部
に
お
け
る
特
権
的
存
在
で
あ

っ
た
が
、
ま
さ
に
そ
の
弁
論
能
力
に
よ

っ
て
騎
士
身
分
や
元
老
院
議
員
身
分

へ
と
社
会
的
上
昇
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。

彼
の
著
作

は
こ
の
分
野
に
関
す
る
初

の
本
格
的
研
究
で
あ
り
、
現
在
で
も
基
本
的

に
は
そ
の
価
値
は
失
わ
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、
彼
の
主
張
す
る
、
ギ
リ
シ
ア
知
識

人
の
担
ー
マ
帝
国
中
央
政
治
支
配
層

へ
の
進
出
傾
向
に
つ
い
て
は
、
近
年
に
な

っ

て
強
く
批
判
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き

た
。

隣
そ
の
先
鞭
を

つ
け
た

国

ピ゚
ゆ゚
o鼠
①

は
、

ギ
リ
シ
ア
弁
論
家

た
ち
の
ほ
と
ん

ど
が
属
州
上
層
家
系

の
生
ま
れ
で
あ

っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
騎
士
身
分
や
元
老
院

議
員
身
分

へ
の
社
会
的
上
昇
は
も
と
も
と
容
易
で
あ

っ
た
と
、

Uご
。
≦
Φ議
。
。パ
に

　
　
　

(4
)

反
対
し
た
。
す
な
わ
ち
、
弁
論
家
た
ち
の
社
会
的
上
昇
は
、
本
人
の
能
力
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(5
)

も
の
で
は
な
く
、
す
で
に
彼
ら
の
前
の
世
代
や

一
族
か
ら
始
ま

っ
て
い
た
。
弁
論

は
、
社
会
的
上
昇
に
あ
た

っ
て
、
い
か
な

る
公
職
に
就
く
か
の
選
択
に
役
立

っ
た

に
す
ぎ
な
い
と
い
う
。

　

ロ
ー
マ
支
配
下
ギ
リ
シ
ア
人
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
に
焦
点
を
あ

て
た

○
・

芝
oo
賦

や

ω
・ω
≦
⇔
ぎ

ら
は
、

こ
の

じd
o
註
o
の
考
え
を
継
承
し
、

さ
ら
に
深

　
　
　
　
　
　
(6
)

化
さ
せ
て
い
っ
た
。
彼
ら
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
ギ
リ
シ
ア
文
化
圏
の
属
州
上
層
家

系
の
人
々
が
み
な

ロ
ー
マ
帝
国
中
央

へ
の
社
会
的
上
昇
を
欲
し
て
い
た
わ
け
で
は

な
く
、
元
老
院
議
員
身
分

へ
の
進
出
は
ご
く

一
部
の
現
象
に
す
ぎ
な
か

っ
た
。
当

時
の
ギ
リ
シ
ア
人
は
古
典
期
ギ
リ
シ
ア
と
い
う
過
去
こ
そ
を
理
想
化
し
、

ロ
ー
マ

帝
国
の
支
配
の
下
で
も

「
ギ
リ
シ
ア
人
し
と
し
て
の
意
識
を
強
く
持

っ
て
い
た
の

で
あ
る
。

と
り
わ
け
、

当
時
の
ギ
リ
シ
ア
文
化

の
体
現
者
で
あ
る
知
識
人
層
に

は
、
ギ
リ
シ
ア
文
化
圏
こ
そ
を
世
界

の
中
心
と
考
え
る
姿
勢
が
き
わ
め
て
強
く
、

ギ
リ
シ
ア
世
界
で
高
い
社
会
的
評
価
を
得
る
こ
と
に
は
熱
心
で
あ

っ
た

一
方
で
、

ロ
ー
マ
帝
国
の
存
在
は
注
意
深
く
音
心識

の
外
に
押
し
出
さ
れ
、

ロ
ー
マ
中
央
政
界

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(7
)

で
の
栄
達
に
は
関
心
が
な
か

っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
典
型
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の

が
、
第
ニ
ソ
フ
ィ
ス
ト
の

一
人
ポ
レ
モ
ン
で
あ
る
。
彼
は
、
元
老
院
議
員
を
出
す

家
柄

の
生
ま
れ
で
は
あ

っ
た
が
、
自
ら
は

ロ
ー
マ
帝
国
政
治
支
配
層

へ
の
上
昇
に

関
心
は
な
く
、
ギ
リ
シ
ア
世
界
に
お
い
て
活
躍
す
る
こ
と
に
も

っ
と
も
価
値
を
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(8
)

出
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
以
上
述
べ
て
き
た
、

揖
ー

マ
帝
国
支
配
下
の
ギ
リ
シ
ア
世
界
に
関
す
る
最
近
の

見
解
に
は
、

納
得
で
き
る
点
が
多

い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

ゆ
o耄
Φ屋
o
。
犀
が

主
張
し
た
よ
う
な
、
ギ
リ
シ
ア
知
識
人
層
が
単
純
に
社
会
的
上
昇
を
指
向
し
た
と

の
説
に
は
も
は
や
賛
同
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の

一
方
で
、
こ

れ
ら
知
識
人
た
ち
の
中
で
も
と
く
に
ギ
リ
シ
ア
至
上
主
義
傾
向
の
強
い
弁
論
家
た

ち
が
、

ロ
ー
マ
帝
国
中
央
で
、
し
か
も
、
騎
士
身
分
公
職
体
系

の
中
で
も
高
い
位

置
に
あ

っ
た
公
職
に
、

か
な
り
の
割
合
で
登
用
さ
れ
て

い
た

こ
と
も
知
ら
れ
て

い
る
。

す
な
わ
ち
、

ギ
リ
シ
ア
語
書
簡
長
官
職

縞

Φ嘗
。・窪
一δ

○
蠢
Φ
。δ

で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
先
行
研
究
は
、
こ
の
問
題
に
正
面
か
ら
向
き
合
う
こ
と
は
せ
ず
、

む
し
ろ
例
外
的
状
況
と
し
て
議
論
を
避
け
て

い
る

よ
う
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、

じd
。
鼠
①
は
第
ニ
ソ
フ
ィ
ス
ト
に
限
定
し
て
議
論
を
行
う
た
め
、

そ
こ
に
属
さ
な
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い
弁
論
家
た
ち
は
除
外
さ
れ
て
し
ま
い
、
彼
ら
も
含
め
た
広
い
視
点
か
ら
、
ギ
リ

シ
ア
語
書
簡
長
官
職
を
検
討
す
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
諺

男゚

じ゚d
三
Φ唄

は
、
書

簡
長
官

筈

①
且
珍
巳
δ

や
ラ
テ
ン
語
書
簡
長
官

9
げ
o
且
。・け巳
δ

目
⇔瓜
凱
。。
に
関

し
て
詳
細
な
検
討
を
し
て
い
る

一
方
、
ギ

リ
シ
ア
語
書
簡
長
官
に
つ
い
て
は
、

フ

ィ
ロ
ス
ト
ラ
ト
ス
の

『
ソ
フ
ィ
ス
ト
列
伝
』
が
存
在
し
、
史
料
状
況
が
比
較
的
よ

い
た
め
、
偶
然
、
ギ
リ
シ
ア
語
書
簡
長
官
職
を
務
め
た
弁
論
家
の
情
報
が
多
く
残

っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
し
、
そ
の
存
在
意
義
を
低
く
見
積
も
る
。
し
か
し
な
が

ら
、　

『
ソ
フ
ィ
ス
ト
列
伝
』
が
ソ
フ
ィ
ス
ト
や
弁
論
家
の
登
用
を
伝
え
る

ロ
ー
マ

公
職

の
中
で
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
書
簡
長
官
職
だ
け
が
四
例
と
明
ら
か
に
突
出
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(9
)

お
り
、
別
格
的
存
在
な
の
で
あ
る
。
偶
然
と
は
考
え
に
く
く
、
こ
の
点

に
つ
い
て

何
ら
か
の
説
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
、
彼
ら
ギ
リ
シ
ア
知
識
人
層

は
、
こ
の
騎
士
身
分
公
職

へ
登
用
さ
れ

る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
。
そ
の
背
景
に
は
、

ロ
1
マ
帝
国
東
部

の
い
か
な
る
社
会
状
況
が
あ

っ
た
の
か
。
本
稿
の
問
題
関
心
は
こ
の
よ
う
な
点
に

あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
第

一
章
に
て
、
ギ
リ
シ
ア
語
書
簡
長
官
職
の
前
身
と
考

え
ら
れ
て
き
た
書
簡
長
官
職
に
つ
い
て
考
察
し
、
次
い
で
第
二
章
に
て
ギ
リ
シ
ア

語
書
簡
長
官
職
と
ギ
リ
シ
ア
知
識
人
と
の
関
係
を
論
じ
て
い
く
。

第

一
章
　
書
簡
長
官
職

の

「
分
割
」

第

一
節
　
騎
士
身
分
公
職
体
系
の
発
展
と
書
簡
長
官
職

　
ま
ず
、
書
簡
長
官
職
が
属
し
た
騎
士
身
分
公
職
と
そ
の
階
梯
に
つ
い
て
簡
単
に

説
明
し
て
お
く
。
騎
士
身
分
は
、
初
代
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
帝

(在
位
　
前

二
七
i

後

一
四
年
)
の
時
に
、
元
老
院
議
員
身
分

に
次
ぐ

ロ
ー

マ
帝
国
第

二
支
配
身
分
と

し
て
明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
元
老
院
議
員
身
分
と
異
な
り
、
四
〇
万
セ
ス
テ

ル
テ
ィ
ウ
ス
の
財
産
資
格
を
満
た
し
て
い
れ
ば
容
易
に
加
入
し
え
た
た
め
、
属
州

上
層
家
系
の
者
が
多
く
参
入
し
、
二
世
紀
に
は
帝
国
全
土
に
約
二
、
三
万
人
は
存

在
し
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
基
本
的
な
役
割
は
、
皇
帝
直
属
と
し
て
、
軍

団
や
属
州
統
治
な
ど
に
お
い
て
、
第

一
支
配
身
分
の
元
老
院
議
員
身
分
を
補
佐
す

る
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。

　
元
首
政
の
進
展
に
伴
い
、
騎
士
身
分
公
職
内
で
は
徐

々
に
昇
進
階
梯
が
整
備
さ

　
　
　
　
(01
)

れ
て
い

っ
た
。
階
梯
の
下
位
は
軍
団
副
官
や

歩
兵
隊
長
な
ど
の
軍
隊
勤
務
で
あ

り
、
そ
の
中
か
ら
抜
擢
さ
れ
た
者
が
、
プ

ロ
ク
ラ
ト
ル

(
皇
帝
の
代
理
人
)
と
し

て
皇
帝
属
州
の
財
務
や
小
属
州
統
治
に
登
用
さ
れ
た
。
プ

ロ
ク
ラ
ト
ル
内

に
は
俸

給
に
ょ

っ
て
い
く

つ
か
の
序
列
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
経
た
者
の

一
部
は
、
首
都

ロ

ー
マ
で
、
書
簡
長
官
、
請
願
長
官

鋤
口
び
。岳
¢、
会
計
長
官
帥
螽
訟
o巳
び
昜

な
ど

の

皇
帝
官
房
の
長
を
務
め
、
さ
ら
に
そ
の
中

で
も
、
ご
く
わ
ず
か
の
者
が
属
州

エ
ジ

プ
ト
総
督
、
近
衛
長
宮

b
騫
無
①。
鍵
ω
鷺
器
8
ユ
o
、
穀
物
供
給
長
官

箕
器
ho
9
器

畧
づ
。蠧
①
と
い

っ
た
騎
士
身
分
最
高
位
の
職
に
就
く
こ
と
が
で
き
た
。

　
加
え
て
、

ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
帝
期

(
=

七
i

一
三
八
年
)
以
降
、
軍
団
勤
務
を

経
ず

に
皇
帝
金
庫
担
当
官

巴
く
。8
嘗
。゚
b
ω鼠

な
ど

の
文
官
経
歴

の
み
を
経
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(11
)

の
昇
進
階
梯
も
整
備
さ
れ
、
プ

ロ
ク
ラ
ト
ル
の
ポ
ス
ト
数
も
大
幅
に
増
加
し
た
。

ま
た
、
元
老
院
議
員
は

。鑓
は
。・。・陣ヨ
器

と
い
う
称
号
を
保
持
し
て
い
た
の
で
あ
る

が
、

マ
ル
ク
ス
帝
期
に
は
騎
±
身
分
に
も
独
自

の
称
号
が
導
入
さ
れ
、
騎
士
身
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
(12
)

は
三
段
階
に
区
分
さ
れ
た
。
二
世
紀
末
か
ら
三
世
紀
初
頭
に
は
、

セ
プ
テ
ィ
ミ
ウ

ス

・
セ
ウ

ェ
ル
ス
帝

(
在
位
　

一
九
三
ー

二

=

年
)
が
、
元
老
院
議
員
に
代
わ

っ
て
騎
士
身
分
の
者
を
新
設
軍
団
の
司
令
官
や
新
設
属
州
の
総
督
に
任
じ
た
。
騎

士
身
分
公
職
体
系
は
、

ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
帝
期
に
ほ
ぼ
確
立
し
、

マ
ル
ク
ス
帝
期
に

21



窓史

い
っ
そ
う
の
発
展
を
み
せ
、

セ
ウ

ェ
ル
ス
帝
期
に
は
元
老
院
議
員
身
分
の
そ
れ
に

匹
敵
す
る
存
在

へ
と
成
長
し
た
と
い
え
る
。

　
書
簡
長
官
職
も
、
こ
の
よ
う
な
騎
士
身
分
公
職
体
系

の
発
達
に
歩
調
を
合
わ
せ

て
変
化
し
て
い

っ
た
。
こ
の
職
務
は
、
皇
帝
が
出
す
書
簡
や
布
告
な
ど
の
作
成
に

携
わ

っ
た
。
こ
れ
ら
の
書
簡
や
布
告
の
対
象
は
、
属
州
総
督
や
軍
団
長
と
い

っ
た

多
様
な
帝
国
行
政

・
軍
事
組
織
、

さ
ら

に
は
帝
国
各
地
の
都
市
だ

っ
た
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(13
)

り
、
膨
大
な
量
を
扱
わ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
も

っ
と
も
、

書
簡
長
官
が
ど
の
程
度

こ
う
し
た
文
書

の
内
容
に
干
渉
し
、
軍
隊
人
事
や
国
政
運

営
に
影
響
力
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
た

の
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
分
か
れ
る
と

　
　
　
　
(14
)

こ
ろ
で
あ
る
。

　
元
首
政
開
始
当
初
の
ユ
リ
ウ
ス
H
ク
ラ
ウ
デ

ィ
ウ
ス
朝
期

(
一
四
-
六
八
年
)

に
は
、
こ
の
職
務
は
皇
帝
家
解
放
奴
隷
が
担
当
し
て
い
た
が
、
ド
ミ
テ
ィ
ア
ヌ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(15
)

帝
期

(
八

一
i
九
六
年
)
後
期
に
騎
士
身
分
公
職
体
系
に
組
み
こ
ま
れ
た
。
解
放

奴
隷
ア
バ

ス
カ
ン
ト
ゥ
ス
に
代
わ

っ
て
、
騎
士
身
分
の
グ
ナ
エ
ウ
ス

・
オ
ク
タ
ウ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(61
)

イ
ウ
ス
・
テ
ィ
テ
ィ
ニ
ウ
ス
・
カ
ピ
ト
が
書
簡
長
官
に
任
命
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ド
ミ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
帝
暗
殺
後
も
、
彼
は
書
簡
長
官
と
し
て
ネ
ル
ウ
ァ

(在
位

九

六
-
九
八
年
)
、

ト
ラ
ヤ
ヌ
ス

(在
位

九
八
-

一
一
七
年
)

と

三
代
の
皇
帝
に

　
　
　
　

(17
)

仕
え
続
け
た
。
彼
の
後
任
に
誰
が
登
用
さ
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
遅
く
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(18
)

ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
帝
期
に
は
書
簡
長
官
職

へ
の
騎
士
身
分
登
用
は
確
立
し
て
い
た
。

そ
し
て
、

そ
の
後
、　
二
世
紀

の
う
ち

に
、　
ラ
テ
ン
語
書
簡
長
官

鋤
び
①
域
。゚け巳
♂

ピ
嚢。賦
蝕
。・
と
ギ
リ
シ
ア
語
書
簡
長
官

①
ぴ

o営
。。け蔦
冴

○
髯
①。
δ

の
二
種
に

「分

割
」
さ
れ
、
以
後
そ
の
状
態
が
恒
常
化

し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

実
は
、
こ
の
ラ
テ
ン
語
書
簡
長
官
と
ギ
リ

シ
ア
語
書
簡
長
官
の

「
分
割
」
に
関
し

て
は
、

い
つ
ど

の
よ
う
な
経
緯
を
経
て
行
わ
れ
た
の
か
、
き
わ
め
て
不
分
明
な
点

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(鱠
〉

が
多

く
、

様

々
な
議

論

が

あ

る
。

次

に

こ

の
点

を

み

て

い
く

。

第
二
節
　
　「
分
割
」

の
研
究
史

　

書

簡

長

官

職

が

騎

士

身

分

公

職

と

な

っ
た
ド

ミ

テ

ィ
ア

ヌ

ス
帝

期

以

降

で
、

碑

文

史

料

上

初

め

て
確

認

さ

れ

る

ギ

リ

シ
ア
語

書

簡

長

官

は
、

ハ
ド

リ

ア

ヌ

ス
帝

期

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(20
)

の
ウ

ァ
レ
リ

ウ

ス
・
エ
ウ

ダ

エ
モ

で
あ

る

。
こ

の
こ

と

を
も

っ
て

、
O
°
国
博
・゚o
ぼ

o
匡

や

缶

○゚

°弼
ゆ
窪

ヨ

な

ど
多

く

の
研
究

者

は
、

ギ

リ

シ
ア
語

書

簡

長

官

と

ラ

テ

ン

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(
21
)

語

書

簡

長

官

の

分

割

は
、　

ハ
ド

リ

ア

ヌ

ス
帝

期

で

あ

る

と

考

え

て
き

た
。

し

か

も

、

ハ
ド

リ

ア

ヌ

ス
帝

期

に

は
、

エ
ウ

ダ

エ
モ
以
外

に

も
、

ガ

イ

ウ

ス

・
ア

ウ

ィ

デ

ィ
ウ

ス

・
ヘ
リ

オ

ド

ル

ス
、

力

一=

闘
ウ

ス

・
ケ

ン

ル
ら

ギ

リ

シ

ア
文
化

圏

出
身

者

で
、

書

簡

長

官

の
肩

書

き

を

持

っ
た

人

々
が

見

ら

れ

る

の
で
、

こ
う

し

た

人

々

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(22
)

も

同

じ
く

ギ

リ

シ

ア
語

書

簡

長

官

で
あ

っ
た
と

見

な

し
た

の

で
あ

る

。

ハ
ド

リ

ア

ヌ

ス
帝

が

幼

少

時

か

ら

ギ

リ

シ

ア
文

化

に
傾

倒

し

て

お
り

、

皇

帝

に
な

っ
て
か

ら

は

ア

テ

ネ

の
都

市

景

観

を
大

き

く

変

化

さ

せ

る
な

ど

、

ギ

リ

シ

ア
文

化

圏

に
大

ぎ

く

関

わ

っ
て

い

た

こ
と

も

、

こ

の
推

論

の
背

景

に

は
あ

っ
た

の

で
あ

ろ
う

。

　

こ

れ

に
対

し

て
、

○
・bσ
・
↓
。
≦
器

巳

は
、

書

簡

長
官

就

任

者

の
出

身

地

か
ら

ラ
テ

ン
語

と

ギ

リ

シ
ア
語

書

簡

へ
の
職

務

分

掌

を
類

推

す

る

の

で

は
な

く

、

当

該

人
物

の
経

歴

を

記

し

た
碑

文

や
文

献

史

料

中

の
表

記

に
忠

実

に
従

う

べ
き

と

考

え

(
23
)

た

。

す

な

わ

ち
、

ラ
テ

ン
語
書

簡

長
官

が

初

め

て
史

料

的

に
確

認

で
き

る
、

マ

ル

ク

ス

・
ア
ウ

レ
リ

ウ

ス
帝

期

の

一
六

六

年

頃

こ
そ

が

分

割

の
時

期

な

の
で
あ

り
、

最

初

の
ギ

リ

シ

ア
語

書

簡

長

官

は

テ

ィ
ト

ゥ
ス

・
ク

ラ
ゥ

デ

ィ
ゥ

ス

・
ウ

ィ
ビ

ア

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(24
)

ヌ

ス

・
テ

ル
ト

ゥ

ッ
ル

ス

で
あ

っ
た

と

す

る

。

8
0
≦
づ
窪

自

の
考

え

る

と

こ
ろ

で

は
、

エ
ウ
ダ

エ

モ
が

ギ

リ

シ

ア
語

書

簡

長

官

で
あ

っ
た

の

は
例

外

的

事

例

に

す

ぎ

な

い
。

ま

た
、

書

簡

長

官

と

し

て
史

料

に
肩

書

き

が

現

れ

る

ア
ウ

ィ
デ

ィ
ウ

ス

・

銘



元首政期 ローマ帝国 とギ リシア知識人

ヘ
リ
オ
ド
ル
ス
や

力

一=
一
ウ
ス

・
ケ
レ
ル
は
、

ギ
リ
シ
ア
語
書
簡
長
官
で
は
な

く
、
ラ
テ
ン
語
と
ギ
リ
シ
ア
語
を
と
も
に
担
当
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

ゆ
o
≦
δ

や

田
昌
①矯

は
、　
こ
の

目
o
零
昌
Φ口
傷
の
指
摘
を
基
本
的
に
は
受
け
入

れ
、

マ
ル
ク
ス
帝
期
前
半
を
分
割
の
時
期
と
し
た
。
た
と
え
ば
、
前
述
の
力
一=
一

ウ
ス

・
ケ
レ
ル
の
場
合
、
出
身
地
が
ギ

リ
シ
ア
本
土
と
は
い
え

ロ
ー
マ
植
厩
市

コ

リ
ン
ト
ス
と
目
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

ゆ
巳
①
団

は
、
彼
が
ギ
リ
シ
ア
語
、　
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(25
)

テ
ン
語
双
方
に
精
通
し
て

い
た
の
だ
ろ
う
と

考
え
る

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、

↓
o
≦
器
ロ
伽

の
立
場
に
対
し
て
は
、

反
論
も
根
強
い
。

幻

ω゚
楼
旨
①
や

℃
臨
躄
ヨ

な
ど
は
、
日
o
≦
器
口
儀
の
論
考
発
表
後
も
、

ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
帝
期
を
分
割
時
期
と

　
(%
)

す
る
。

実
は
、

田
二
。団
も
、

ラ
テ
ン
語
書
簡
長
官
と
ギ
リ
シ
ア
語
書
簡
長
官
の

上
位
に
別
の
書
簡
長
官
が
い
た
可
能
性
は
あ
る
と
し
て
お
り
、
ま
た
、
ギ
リ
シ
ア

世
界
出
身
者
に
ラ
テ
ン
語
文
書
を
充
分
に
担
当
す
る
能
力
が
あ

っ
た
の
か
疑
問
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(27
)

場
合
も
あ
る
と
、
全
面
的
に
賛
成
で
は
な

い
。

　
現
在
で
は
プ

ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
研
究
の
進
展
の
結
果
、
↓
o
≦
口
①巳

の
頃
に
比

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(28
)

べ
て
、
書
簡
長
官
職
就
任
者
に
関
す
る
情
報
量
は
増
加
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、

結
局

の
と
こ
ろ
、
書
簡
長
官
職
全
体
に
関
す
る
史
料
状
況
に
は
か
な
り
の
問
題
が

あ
る
と

い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

文
献
史
料
が

書
簡
長
官
と
し
て
言
及
す
る
だ
け

で
、
経
歴
を
記
し
た
碑
文
史
料
が
存
在
し
な
い
人
物
も
多

い
。
あ
る
皇
帝

の
時
期

に
何
人
の
書
簡
長
官
が
お
り
、
ど
の
よ
う
な
順
に
登
用
さ
れ
、
ど
れ
く
ら
い
の
在

職
期
間
で
あ

っ
た
の
か
す
ら
は

っ
き
り
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
↓
。
窯
器
巳

説
は
、

数
少
な
い
碑
文
史
料
に
頼
り
す
ぎ
、
ま
た
、
史
料
を
残
し

た
人
々
が
、
正
確
に
肩
書
き
を
記
し
て
い
る
こ
乏
を
前
提
と
し
す
ぎ
て
い
る
。
表

記
の
問
題
は
確
か
に
重
要
で
は
あ
る
が
、

碑
文
史
料
な
ら
ば

と
も
か
く
、

デ

ィ

オ

・
カ
ッ
シ
ウ
ス
や
フ
ィ
ロ
ス
ト
ラ
ト
ス
な
ど

の
ギ
リ
シ
ア
語
著
作
家
に
ょ
る
文

献
に
ま
で
表
記
の
厳
密
さ
を
前
提
と
す
る
の
は
問
題
が
あ
ろ
う
。
も
と
も
と
ギ
リ

シ
ア
語
著
作
に
お
け
る
、

ロ
ー
マ
帝
国
行
政
職
に
関
す
る
表
記
は
、
ラ
テ
ン
語
著

作
ほ
ど
に
厳
密
で
な
い
こ
と
が
多
く
、　
「ギ
リ
シ
ア
語
書
簡
長
官
」
と
い
う
肩
書

き
に
言
及
す
る
場
合
に
、　
「ギ
リ
シ
ア
語
」
を
書
き
落
と
し
て
し
ま

っ
て
も
不
思

議
は
な
い
。
た
と
え
ば
、

フ
ィ
ロ
ス
ト
ラ
ト
ス
の
表
記
に
従
え
ば
、
テ

ユ
ル
ス
の

ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
の
職
務
は
単
に

「書
簡
長
官
」
と
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(29
)

は
明
ら
か
に
ギ
リ
シ
ア
語
書
簡
長
官
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
前
述

の
力

一=
一
ウ
ス

・

ケ
レ
ル
も
、
デ
ィ
オ
の
記
述
で
は
単
に

「書
簡
長
官
」
で
あ
る

一
方
、　

『
ロ
ー

マ

皇
帝
群
像

(
国
δ
8
誌
鋤
諺
瓢
伊q∬
°・＄
)』
「哲
学
者

マ
ル
ク
ス
・
ア
ン
ト

ニ
ヌ
ス
」
二

章
四
節
で
は
ギ
リ
シ
ア
語
修
辞
学
教
師
と
し
て
言
及
さ
れ
て
お
り
、
ギ
リ
シ
ア
語

書
簡
長
官
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
、
肩
書
の
表
記
だ
け
で
な
く
、

出
身
地
な
ど
様
々
な
要
素
を
勘
案
し
、
文
脈
に
応
じ
て
検
討
す
る

旭
ぬ
畧
旨

の
理

解
の
方
が
説
得
力
が
あ
る
。
ウ

ァ
レ
リ
ウ
ス

・
エ
ウ
ダ

エ
モ
以
降
、
ア
ウ

ィ
デ

ィ

ウ
ス

・
ヘ
リ
オ
ド
ル
ス
、
カ

}=
一ウ
ス

・
ケ
レ
ル
の
二
人
も
ギ
リ
シ
ア
語
書
簡
長

官
で
あ

っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、

エ
ウ
ダ

エ
モ
の
時
に
書
簡
長
官
職
が
ラ
テ
ン
語
と
ギ

リ
シ
ア
語
担
当
に
分
割
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。

℃
守
ロ
ヨ
ロ
も

含
め
て
、

先
行
研
究
に
は
共
通
し
て
大
き
な
問
題
が
あ
る
。

碑
文
に
ギ
リ
シ
ア

語
書
簡
長
官
、
も
し
く
は
ラ
テ
ン
語
書
簡
長
官

の
表
記
が
初
出
す
る
時
点
を
も

っ

て
、
そ
の
時
に
分
割
さ
れ
た
と
考
え
る
点
で
あ
る
。
次
に
節
を
改
め
て
、
こ
の
点

に
つ
い
て
詳
し
く
検
討
す
る
。

第
三
節
　
ギ
リ
シ
ア
語
書
簡
長
官
職
の
特
殊
性

そ
も
そ
も
、
書
簡
長
官
職
と
い
う

一
つ
の
職
務
が
、
ギ
リ
シ
ア
語
と
ラ
テ
ン
語
　
23



窓史

の
二
つ
に

「分
割
」
さ
れ
た
、
と
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
か
。
こ
の

「分
割
」
と

い
う
概
念
は
碑
文
史
料
か
ら
の
類
推
に
す
ぎ
な
い
。
実
際
に
分
割

の
事
実
を
記
す

文
献
史
料
は
凵存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

む
し
ろ
、

書
簡
長
官
職
に
付
属
す
る
形

で
、
早
く
か
ら
ギ
リ
シ
ア
語
書
簡
長
官
職
だ
け
が
存
在
し
、
後
に

マ
ル
ク
ス
帝
期

に
な

っ
て
、
書
簡
長
官
職
の
方
が
ラ
テ

ン
語
書
簡
長
官
職
と
い
う
名
称
に
変
化
し

た
か
、
も
し
く
は
、
書
簡
長
官
職
の
方

の
職
務
内
容
に
大
幅
な
変
更
が
あ

っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
と
考
え
る
方
が
納
得
が

い
く
の
で
は
な
い
か
。
以
下
に
根
拠
を
三

点
挙
げ
る
。

　
第

一
に
、
ギ
リ
シ
ア
語
書
簡
を
担
当
す
る
職
務
そ
れ
自
体
は
、

ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス

帝
期
の
騎
士
身
分
公
職
化
の
前
に
既
に
存
在
し
、
ギ
リ
シ
ア
知
識
人
が
登
用
さ
れ

て
い
た
。
職
務
名
称
は
微
妙
に
異
な
る
が
、
ク
ラ
ウ
デ

ィ
ウ
ス
帝
期

(
四

一
i
五

四
年
)
の
テ
ィ
ベ
リ
ゥ
ス

・
ク
ラ
ウ
デ

ィ
ゥ
ス

・
バ
ル
ビ

ッ
ル
ス
が
そ
れ
で
あ

(
30
)

る
。

し
か
も
、

彼
よ
り
後
も
、

ク
ラ
ウ
デ
ィ
ウ
ス
、

ネ

ロ
帝
期

(
五
四
ー
六
八

年
)
に
ガ
イ
ウ
ス
・
ス
テ
ル
テ
ィ
ニ
ウ

ス

・
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
、

ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(31
)

ア
の
デ

ィ
オ

ニ
ュ
シ
ウ
ス
の
二
人
が
同
様

の
職
務
に
就
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

彼
ら
は
、
当
時
大
変
著
名
な
ギ
リ
シ
ア
知
識
人
で
あ

っ
た
。
し
か
も
、
重
要
な
こ

と
に
、
彼
ら
は
い
ず
れ
も
解
放
奴
隷
で
は
な
く
、
騎
士
身
分
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

書
簡
長
官
職

の
騎
士
身
分
公
職
化
に
先
駆
け
て
、
ギ
リ
シ
ア
語
書
簡
長
官
に
は
、

解
放
奴
隷
で
は
な
く
、
そ
れ
な
り
の
身
分

の
人
々
が
登
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
ギ
リ
シ
ア
語
書
簡
長
官
の
み
に
着
目
し
た
場
合
、

ユ
リ

ウ
ス
H
ク
ラ
ウ
デ

ィ
ウ
ス
朝
期
と
二
世
紀
と
の
間
に
、
あ
る
程
度
の
連
続
性
が
確

認
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
根
拠

の
第

二
は
、
騎
士
身
分
公
職
階
梯

に
お
け
る
ギ
リ
シ
ア
語
書
簡
長
官
職

の

位
置
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
語
書
簡
長
官
職

は
、
騎
士
身
分
公
職
階
梯
の
中
で
、

ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(23
)

テ
ン
語
書
簡
長
官
職
よ
り
低
く
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、

マ
ル
ク
ス

帝
期
の

「l
ー

イ
リ
ウ
ス

(名

の
前
半
欠
損
)」

な
る
人
物
は
、

ギ
リ
シ
ア
語
書

簡
長
官
職
の
後
に
属
州
プ

ロ
ク
ラ
ト
ル
職
に
登
用
さ
れ
、
そ
の
後
で
、

ラ
テ
ン
語

書
簡
長
官
と
な

っ
て
お
り
、
明
ら
か
に
ギ
リ
シ
ア
語
書
簡
長
官
職
は
ラ
テ
ン
語
の

そ
れ
の
下
位
で
あ
る
ば
か
り
か
、

一
部
の
属
州
プ

ロ
ク
ラ
ト
ル
職
よ
り
下
で
す
ら

　
　
　
　
　
　
(33
)

あ

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
前
述
の
ウ

ァ
レ
リ
ウ
ス

・
エ
ウ
ダ

エ
モ
の
経
歴
か

　
　
　
　
(34
)

ら
も
分
か
る
。
彼
は
ギ
リ
シ
ア
語
書
簡
長
官
職
の
後
、
小
ア
ジ
ア
諸
地
方

(
リ

ュ

キ
ア
"
パ
ン
フ
ユ
リ
ア
、
ガ
ラ
テ
ィ
ア
、
パ
フ
ラ
ゴ

ニ
ア
、
ピ
シ
デ
ィ
ア
、
ポ
ン

ト

ゥ
ス
)
を

一
括
し
て
扱
う
プ

ロ
ク
ラ
ト
ル
職
、
さ
ら
に
、
属
州
ア
シ
ア
や
属
州

シ
リ
ア
の
プ

ロ
ク
ラ
ト
ル
職
を
経
験
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ギ
リ
シ
ア
語
書
簡
長

官
職
よ
り
も
こ
れ
ら
重
要
属
州
の
プ

ロ
ク
ラ
ト
ル
職

の
方
が
上
位
に
置
か
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
騎
士
身
分
公
職
の
筆
頭
で
あ
る
近
衛
長
官
職
に
、
ギ
リ

シ
ア
語
書
簡
長
官
職
経
験
者
は

一
人
と
し
て
到
達
し
て
い
な
い
。

　

一
方
、
ラ
テ
ン
語
書
簡
長
官
就
任
者
に
つ
い
て
の
史
料
は
少
な
い
も
の
の
、
知

ら
れ
て
い
る
限
り
で
は
、
そ
の
後
の
経
歴
に
は
属
州
プ

隷
ク
ラ
ト
ル
職
は
な
く
、

騎
士
身
分
最
高
公
職
で
あ
る

エ
ジ
プ
ト
総
督
職
や
近
衛
長
官
職
に
登
用

さ
れ

る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(35
)

か
、

元
老
院
議
員
身
分

へ
特
別
編
入

餌
隻
o
。江
。
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

ラ

テ
ン
語
書
簡
長
官
職
は
、
騎
士
身
分
階
梯
の
中
で
、

こ
れ
ら
最
高
職
に
次
ぐ
位
置

に
あ

っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
根
拠
の
第
三
は
、
ラ
テ
ン
語
、
ギ
リ
シ
ア
語
書
簡
長
官

の
具
体
的
な
職
掌
で
あ

る
。
本
章
第

一
節
末
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
に
触
れ
る
史
料
が
大
変
少
な
い
た

め
、
状
況
証
拠
に
依
存
す
る
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
が
、
諺

園゚

切゚
三
①畷

の
議
論
が

　
　
　
　
　
(36
)

示
竣
的
で
あ
る
。
彼
は
、

国
』

三
①団

の
議
論
を
ひ
き
つ
つ
、
騎
士
身
分
の
初
代

書
簡
長
官
テ
ィ
テ
ィ
ニ
ウ
ス

・
カ
ピ
ト
、

マ
ル
ク
ス
帝
期
の
ラ
テ
ン
語
書
簡
長
官

%
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タ
ル
ッ
テ
ィ
エ
ヌ
ス

・
パ
テ
ル
ヌ
ス
ら
を
分
析
し
、
彼
ら
が
軍
事
や
そ
れ
に
関
す

る
法
に
つ
い
て
専
門
知
識
を
有
し
て
い
た
と
論
じ
、
様

々
な
軍
事
ポ

ス
ト
の
配
分

な
ど

へ
も
影
響
力
を
行
使
し
た
と
す
る
。
要
は
、
こ
の
職
に
は
軍
事
的
性
格
が
強

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(37
)

か

っ
た
の
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
彼
の
議

論
で
対
象
と
な

っ
て
い
る
者

の
中
に
ギ
リ
シ
ア
語
書
簡
長
官
は
全
く
い
な
い
。

つ

ま
り
、
彼

の
議
論
は
、
結
果
的
に
、
書
簡
長
官
と
ラ
テ
ン
語
書
簡
長
官
と
の
性
格

の
類
似
、
ギ
リ
シ
ア
語
書
簡
長
官
の
異
質
性
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。

　
同
様

の
異
質
性
は
、
近
衛
長
官
職
と

の
関
係
か
ら
も
指
摘
で
き
る
。
書
簡
長
官

や
ラ
テ
ン
語
書
簡
長
官
に
は
、
近
衛
長
官
と
密
接
な
関
係
を
構
築
し
、
と
も
ど
も

失
脚
し
た
事
例
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、

ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
帝
の
書
簡
長
官
で
あ

っ
た

ガ
イ
ウ
ス
・
ス
エ
ト

ニ
ウ
ス
・
ト
ラ
ン
ク
ィ
ッ
ル
ス
は
、
近
衛
長
官

セ
プ
テ
ィ
キ

ウ
ス

・
ク
ラ
ル
ス
と
と
も
に
、
皇
后
サ
ビ

ナ
と
の
限
度
を
越
え
た

「交
流
」

の
た

　
　
　
　
　
(38
)

め
に
失
脚
し
た
。　
一
方
、
ギ
リ
シ
ア
語
書
簡
長
官
に
は
そ
う
し
た
近
衛
長
官
と
の

近
し
い
関
係
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
皇
帝
側
近
集
団
中
の
ギ
リ
シ
ア
語
書
簡
長
官

職

の
位
置
づ
け
は
、
ラ
テ
ン
語
の
そ
れ
と

は
か
な
り
異
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
実
際
、
帝
国
行
政
、
特
に
軍
事
面
に
お

い
て
は
、
帝
国
全
体

の
公
用
語
で
あ
る

ラ
テ
ン
語
が
占
め
る
割
合
が
大
き
か

っ
た
。

一
方
、
ギ
リ
シ
ア
語
書
簡
長
官

の
職

掌
範
囲
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
ほ
ぼ
ギ
リ
シ
ア
文
化
圏
に
限
定
さ
れ
ざ
る
を

え
ず
、
担
当
内
容
も
基
本
的
に
は
非
軍
事
的
な
も
の
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た

だ
し
、
本
稿
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、

一
世
紀
後
半
か
ら
二
世
紀
に
か
け
て
、
帝

国
中
央
と
東
部
と
の
か
か
わ
り
は
き
わ
め
て
緊
密
に
な

っ
て
き
て
い
た
。
ギ
リ
シ

ア
語
書
簡
長
官
の
地
位
は
低
く
と
も
、
業
務
量
は
着
実
に
増
加
し
て
い
た
で
あ
ろ

う
。
そ
こ
で
、
書
簡
長
官

の
方
を

「
ラ
テ

ン
語
」
書
簡
長
官
と
強
調
す
る
必
要
が

で
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。

つ
ま
り
、
分
割
が
行
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
両
職
の

差
異
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
必
要
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
議
論
か
ら
、
騎
士
身
分
公
職
体
系
内
に
お
け
る
、
ギ
リ
シ
ア
語
書
簡
長

官
職

の
位
置
は
、
き
わ
め
て
独
特

の
も

の
で
あ

っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。

ギ
リ
シ
ア
語
書
簡
長
官
職
は
、

ユ
リ
ウ
ス
H
ク
ラ
ウ
デ

ィ
ウ
ス
朝
以
来
、
書
簡
長

官
職
に
付
属
す
る
形
で
、
ギ
リ
シ
ア
文
化
圏
に
関
す
る
文
書
を
扱
う
非
軍
事
的
性

格

の
公
職
と
し
て
存
在
し
た
の
で
あ
り
、

マ
ル
ク
ス
帝
期
に
な

っ
て
、
ギ
リ
シ
ア

語
書
簡
長
官
職
の
業
務
が
拡
大
し
た
た
め
、
書
簡
長
官
職
が
ラ
テ
ン
語
書
簡
長
官

職

へ
と

名
称
を
変
更
し
て
区
別
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

す
な
わ

ち
、
ギ
リ
シ
ア
語
書
簡
長
官
職
は
、
騎
士
身
分
の
典
型
的
な
昇
進
の
流
れ
か
ら
は

外
れ
て
い
た
公
職
で
あ

っ
た
。
先
行
研
究
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
、

ラ
テ

ン
語
を
問
わ

ず
、
書
簡
長
官
職
を
す
べ
て
同
じ
性
格
、
同
じ
ラ
ン
ク
の
騎
士
身
分
公
職
と
し
て

論
じ
た
た
め
、
こ
う
し
た
ギ
リ
シ
ア
語
書
簡
長
官
職

の
特
殊
性
を
見
落
と
し
て
い

た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
騎
士
身
分
公
職
階
梯
で
は
異
色
で
あ

っ
た
と
は
い
え
、
ギ
リ
シ

ア
語
書
簡
長
官
職
が

ユ
リ
ウ
ス
H
ク
ラ
ウ
デ

ィ
ウ
ス
朝
期
か
ら
の
長
い
歴
史
を
有

し
て
い
た
こ
と
は
、

ロ
ー
マ
帝
国
行
政
に
、
ギ
リ
シ
ア
文
化
圏
と
の
意
思
疎
通
を

図
る
た
め
の
職
を
専
門
的
に
置
き
続
け
る
必
要
性
が
あ

っ
た
こ
と
の
証
左
で
も
あ

る
。
騎
士
身
分
公
職
階
梯
を
上
が

っ
て
き
た
人
間
な
ら
誰
で
も
良

い
と
い
う
わ
け

に
は
い
か
な
か

っ
た
。
ギ
リ
シ
ア
文
化
を
熟
知
し
て
い
る
人
間
で
な
け
れ
ば
職
務

を
果
た
し
え
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
特
殊
性
こ
そ
が
、
ギ
リ

シ
ア
知
識
人
に
、
こ
の
職
務
を
熱
望
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
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窓史

第

二
章
　
ギ
リ
シ
ア
知
識
人
と
ギ
リ

シ
ア
語
書
簡
長
官
職

第

一
節
　
ギ
リ
シ
ア
語
書
簡
長
官
職
を
め
ぐ
る
確
執

　

ギ

リ

シ

ア
知

識

人
層

が

ギ

リ

シ
ア
語

書

簡

長

官

職

に
対

し

て
ど

の
よ

う

な

姿

勢

を

示

し

て

い
た

の
か

を

示
唆

す

る

の
が

、

歴

史

家

デ

ィ
オ

・
カ

ッ
シ
ウ

ス
が

伝

え

る
、

ミ

レ
ト

ス

の
デ

ィ
オ

ニ

ュ
シ

ウ

ス
の
発

言

で
あ

る
。

彼

は
、

フ

ィ

ロ
ス
ト

ラ

ト

ス

の

『
ソ

フ

ィ

ス
ト
列

伝

』

に
第

ニ

ソ

フ

ィ

ス
ト

の

一
人

と

し

て

描

か

れ

て

い

る
人

物

で
、

ハ
ド

リ

ア

ヌ

ス
帝

の
時

代

に
弁

論

家

と

し
て

活

躍

し

た

。

生

地

は

、・・

レ
ト

ス
で
あ

る
が

、

弁

論

家

活

動

の
中

心

は

エ
フ

ェ
ソ

ス
に

置

い
た

ら

し

い
。

デ

ィ
オ

・
カ

ッ
シ
ウ

ス

の
記

述

(
六
九

巻

三
章

五
節

)

に
よ

れ

ば

、

デ

ィ
オ

ニ

ュ
シ

ウ

ス
は
、

ハ
ド

リ

ア

ヌ

ス
帝

の
ギ

リ

シ

ア
語

書

簡

長

官

に
任

じ

ら

れ

て

い
た

ガ

イ

ウ

ス

・
ア
ウ

ィ
デ

ィ
ウ

ス

・
ヘ
リ

オ

ド

ル

ス
と

険

悪

で
あ

り

、　

「
皇

帝

は
確

か

に

君

に
金

竃

普

黛
謎

と
名

誉

奚
息

を
与

え

る

こ
と

は

で
き

る
が

、

君

を

弁

論

家

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(39
)

に
す

る

こ

と

は

で
き

な

い
」

と

彼

を

非

難

し

た
。

　

非

難

さ
れ

た

ア

ウ

ィ
デ

ィ
ゥ

ス

・
ヘ
リ

オ

ド

ル

ス
に

つ
い

て

は
、

第

一
章

で
も

簡

単

に
言

及

し

た
が

、

シ

リ

ア

の

キ

ュ
ッ
ル

ス
出

身

で
、

ギ

リ

シ

ア
語

書

簡

長

官

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(40
)

の
後

に

は

エ
ジ
プ

ト
総

督

と

な

っ
た

こ
と

が

分

か

っ
て

い

る
。

一
般

に
、

彼

は
、

こ

の

二

つ

の
騎

士
身

分

公

職

に
登

用

さ

れ

た

こ
と

を

も

っ
て
、

典

型

的

騎

士

身

分

の
公

職

階

梯

を

登

り
詰

め

て
き

た
、

と

み
な

さ

れ

る
傾

向

に
あ

る
。

し

か

し
、

彼

の

エ
ジ
プ

ト
総

督

就

任

に

つ

い
て

は
、

デ

ィ
オ
が

、

別

の
箇

所

で
、　

「
ヘ
リ

オ

ド

ル

ス
は
弁

論
術

に
長

じ

て

い
る
が

ゆ

え

に
総

督

職

を

手

に
入

れ

た
」

と

述

べ

て

お

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(41
)

り
、

順

当

な

昇
進

と

い
う

よ

り

は
、

異

例

の
任

命

で
あ

っ
た

こ
と

が

窺

え

る

。

む

し

ろ
、

ヘ
リ

オ

ド

ル

ス
は
、

ギ

リ

シ

ア

語
弁

論
術

に

堪
能

で

あ

っ
た

こ
と
、

ま

た
、

デ

ィ
オ
が

デ

ィ
オ

ニ

ュ
シ
ウ

ス

の
敵

対

者

と

し

て

描

い
て

い
る

こ
と
、

第

ニ

ソ

フ

ィ

ス
ト

の

一
人

で
あ

る

ア

エ
リ

ウ

ス

・
ア
リ

ス
テ

ィ
デ

ス
と

親

交
が

あ

っ
た

こ
と

な

ど

か
ら

考

え

る

と

、

本

来

は
デ

ィ
オ

ニ

ュ
シ
ウ

ス
と

同

じ

よ

う

な

立

場

の

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(姐
)

ギ

リ

シ

ア
文

化

圏

の

知

識

人

で
あ

っ
た
。

し

た
が

っ
て
、

先

に

引

用

し

た

デ

ィ

オ

・
カ

ッ
シ
ウ

ス

の
記

述

(
六

九

巻

三

章

五

節

)

は
、

ギ

リ

シ

ア
語

書

簡

長
官

職

を

め
ぐ

る

、

ギ

リ

シ

ア
知

識

人

の
間

の
激

し

い
競

争

意

識

を
表

し

て

い
る

の
で
あ

る
。

デ

ィ
オ

ニ

ュ
シ
ウ

ス

は
、

自

分

で

は
な

く
、

日

頃

か

ら
弁

論

術

の
競

争

相

手

で
あ

っ
た

ヘ
リ

オ

ド

ル

ス
が

ギ

リ

シ

ア
語

書

簡

長
官

に

登

用

さ

れ

た

こ

と

へ
の
不

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(43
)

満

を

表

明

し

て

い
る

と

考

え

て
よ

い
。

　

さ
ら

に
、

前

章

に
お

い
て

触

れ

た

力

一=

一
ウ

ス

・
ケ

レ

ル
は
、

ヘ
リ

オ

ド

ル

ス

の
後

に
ギ

リ

シ

ア
語

書

簡

長

官

と

な

っ
た

が

、

こ

の
デ

ィ
オ

ニ

ュ
シ
ウ

ス
と

は
弁

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(44
)

論

術

を

学

ん

で

い
た

青

年

期

か
ら

、
ず

っ
と

不

倶

戴

天

の
敵

同

士

で

あ

っ
た
。

フ

ィ

鷲

ス
ト

ラ
ト

ス

は

ケ

レ

ル

の
作

品

が

人

々

に
よ

っ
て

誤

っ
て

デ

ィ
オ

ニ

ュ
シ
ウ

ス
作

と

さ
れ

て

い

る

こ
と

を

嘆

き

、

ケ

レ

ル
は

弁

論

家

よ

り

も

む

し

ろ

文
筆

家

と

し

て
優

れ

て

い

た
と

し

て
、

デ

ィ
オ

ニ

ュ
シ
ウ

ス
よ

り

も

劣

っ
た
存

在

で

あ

る

こ

と

を
強

調

し

て

い
る

。

フ

ィ

ロ
ス
ト

ラ
ト

ス

の
叙

述

が

デ

ィ
オ

ニ

ュ
シ
ウ

ス
賛

美

を

目

的

と

し

て

い

る

こ
と

を

考

慮

す

る

と

、

ケ

レ

ル
は
、

デ

ィ
オ

ニ

ュ
シ
ウ

ス
と

は
得

意

分

野

が

異

な

っ
た

の

か
も

し
れ

な

い
が

、

と

も

か

く

も
、

当

時

の
人

々
が

デ

ィ
オ

ニ

ュ
シ

ウ

ス
と

作

品

を

混

同

し

て
し

ま

う

ほ

ど
、

彼

と

比

べ

て

も

遜

色

な

い
高

い
評

価

を

得

て

い

た

の

で
あ

ろ
う

。

す

な

わ

ち

、

彼

ら

は
、

平

常
、

ギ

リ

シ

ア
知

識

人

と

し

て
競

い
合

う

関

係

に
あ

り

、

ギ

リ

シ

ア
語

書

簡

長

官

職

の
争

奪

も

そ

の
延

長

線

上

に
あ

っ
た

の

で
あ

る
。

ヘ
リ

オ
ド

ル

ス

の
場

合

と

同

じ

競

争

意

識

が

こ

こ

に
も

見

ら

れ

る
。

　

し

か
も

、

興

味

深

い

こ
と

に
、

デ

ィ
オ

ニ

ュ
シ
ウ

ス

は
、

フ

ィ

ロ
ス
ト

ラ
ト

ス

26
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に

よ

れ
ば

、

ハ
ド

リ

ア

ヌ

ス
帝

に
よ

っ
て
、

名

前

は
不

明

で

は

あ

る

も

の

の
、

格

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(54
)

の
高

い

属
州

の

プ

ロ
ク

ラ
ト

ル
に

任

命

さ
れ

て

い

た
。

前

章

で

議

論

し

た

よ
う

に
、

ギ

リ

シ

ア
語

書

簡

長

官
職

は
重
要

属

州

の
プ

ロ
ク

ラ
ト

ル
職

よ

り
も

低

い
位

置

に
あ

っ
た
。

つ
ま

り

、

公
職

階

梯

の
中

で

は

ほ
ぼ

同

等

、

も

し
く

は
そ

れ

以

上

の
職

に
就

い

て

い

た
可

能

性

が

あ

る

に

も

か

か

わ

ら
ず

、

デ

ィ
オ

ニ

ュ
シ
ウ

ス
に

と

っ
て
、

ヘ
リ

オ
ド

ル

ス
を

嫉

ま

し

く
思

う

ほ

ど
、

ギ

リ

シ
ア
語

書

簡

長

官

職

の

方

が

、

価

値

の
あ

る
公

職

で
あ

っ
た

こ
と

に

な

る

の
で
あ

る
。

　

で

は
、

彼

ら

は
何

を
目

的

と

し

て
、

そ

れ

ほ

ど

ま

で

に

ギ

リ

シ
ア
語

書

簡

長

官

職

を
求

め

た

の

か
。

そ

の
職

の
何

が

彼

ら

を

魅

了

し

た

の
か

。

デ

ィ
オ
が

伝

え

る
、

前

述

の

ミ

レ
ト

ス

の
デ

ィ
オ

ニ

ュ
シ
ウ

ス

の
発

言

は
、

ま

さ

に

そ

の
点

を
明

ら

か

に

し

て

い

る
。　

「
金

と

名

誉
し

な

の

で
あ

る
。
　

「
金

」

と

は
、

当

然
、

こ

の

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(46
)

職

就

任

者

の
俸

給

を
指

す

の

で
あ

ろ
う

。

そ

れ

で

は

「
名

誉

」

黛
憙

と

は
ど

の

よ

う

な
も

の
だ

っ
た

の

か
。

　

そ

れ

を
如

実

に
示

す

の
が

、

テ

ユ
ル

ス

の

ハ
ド

リ

ア

ヌ

ス

の
例

で
あ

る
。

彼

は

フ

ィ

ロ

ス
ト

ラ

ト

ス

の

い
う

第

ニ

ソ

フ

ィ
ス
ト

の

一
人

で
、

マ
ル
ク

ス
帝

期

か

ら

コ
ン

モ
ド

ゥ

ス
帝

期

に

か
け

て
活

躍

し

た

人
物

で
あ

っ
た
。

そ

の
師

は
、

高

名

な

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
(
74
)

ソ

フ

ィ

ス
ト

か

つ
元

老

院

議

員

の

ヘ

ロ
デ

ス

・
ア

ッ
テ

ィ
ク

ス
で
あ

る
。

ハ
ド

リ

ア

ヌ
ス

は
、

彼

の
下

で
修

業

を

積

ん
だ
後

、

ア
テ

ネ

お

よ
び

ロ
ー

マ
の

ギ

リ

シ

ア

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
(
48
)

弁

論

術

欽

定

講

座

の
教

授

に
な

っ
た
。

フ

ィ

ロ
ス
ト

ラ

ト

ス
が

伝

え

る
と

こ

ろ

で

は
、

彼

が

ギ

リ

シ

ア
語

書

簡

長
官

に
任

命

さ

れ

る

に
あ

た

っ
て

の
状

況

は
次

の

よ

　

　

　

　

　

　

　

(49
)

う

な

も

の

で
あ

っ
た

。

「
彼

(
テ

ユ
ル

ス

の

ハ
ド

リ

ア

ヌ

ス
)

が

ロ
ー

マ
で
病

に
倒

れ

、

臨

終

の
床

に
あ

っ
た

と

き
、

コ
ン

モ
ド

ゥ

ス
帝

は
彼

を

(
ギ

リ

シ

ア
語

)

書

簡

長

官

に

任
命
す
る
決
定
を
下
し
、
あ
わ
せ
て
、
も

っ
と
早
く
に
そ
う
し
な
か

っ
た
こ

と
を
弁
明
し
た
。
す
る
と
、　
(
テ
ユ
ル
ス
の
)

ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
は
、

い
つ
も

の
よ
う
に
ム
ー
サ
の
女
神
た
ち
を
呼
び
入
れ
て
か
ら
、
皇
帝

の
勅
裁
書
に
恭

し
く
拝
礼

し
、

こ
れ
を
目
の
前
に
し
た
ま
ま
、
こ
の
名
誉

ミ
憙

を
自
分

の

死
装
束
に
し
て
息
を
引
き
取

っ
た
。
L　
(傍
線
筆
者
)

　

コ
ン
モ
ド

ゥ
ス
帝
は
、
死
の
床
に
い
る
彼
を
わ
ざ
わ
ざ
ギ
リ
シ
ア
語
書
簡
長
官

に
任
命
し
、

ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
は
喜
ん
で
受
け
た
の
で
あ

っ
た
。
死
の
直
前

の
任
命

で
は
、
明
ら
か
に
実
質
的
な
職
務
担
当
は
で
き
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず

こ
の
職
務
に
任
命
さ
れ
た

と
い
う

事
実
は
、

こ
の
職

へ
の
任
命

そ
の
も
の

が
、

一
種
の
勲
章
の
よ
う
な
大
き
な
意
味
を
持

っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

と
く
に
注
目
す
べ
き
は
、
先
の
デ

ィ
オ
の
記
述
と
同
様
、
名
誉

ミ
ミ

と
い
う
言

葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
第

ニ
ソ
フ
ィ
ス
ト
の

一
人
で
あ

る
セ
レ
ウ
キ
ア
の
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
も
、
死
の
間
際
で
は
な
い
が
、
晩
年
に
ギ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(50
)

シ
ア
語
書
簡
長
官

に
任
命
さ
れ
た
。

こ
の
職
務

へ
の
任
命
は
、
ギ
リ
シ
ア
知
識
人

と
し
て
の
経
歴
の
最
後
を
飾
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ

っ
た
。

　

こ
れ
と
符
合
す
る
の
が
、

ア
ウ

ィ
デ
ィ
ウ
ス

・
ヘ
リ
オ
ド
ル
ス
の
経
歴
に
関
す

る
デ

ィ
オ

.
カ
ッ
シ
ゥ
ス
の
感
想
で
あ
る
。

デ

ィ
オ
は
、　
「彼

(
ヘ
リ
オ
ド
ル

ス
)

は
エ
ジ
プ
ト
総
督
と
な

っ
て
満
足
し
て
し
ま

っ
た
し
と
、
ギ
リ
シ
ア
人
弁
論

家
に
ふ
さ
わ
し
い
仕
事
で
は
な
い
と
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
こ
め
て
、

エ
ジ
プ
ト
総
督

に
つ
い
て
非
難
し
て
い
る
。
そ
の

一
方
で
、
ギ
リ
シ
ア
語
書
簡
長
官
就
任
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(51
)

て
、
彼

は
何
も
批
判
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
よ
り
、
ギ
リ
シ
ア
知
識
人

の
間
に
は
、
騎
士
身
分
公
職
階
梯

の
中
で
ギ
リ

シ
ア
語
書
簡
長
官
職

こ
そ
が
、
自
分
た
ち
に
も

っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
も

の
で
あ
る

2?



窓史

と
い
う
強
い
意
識
が
あ
り
、
こ
の
公
職
に
到
達
す
る
こ
と
を
大
い
に
希
求
し
て
い

た
と
い
え
る
。

こ
れ
こ
そ
が
、

彼
ら
に
と

っ
て
最
大
の

「名
誉
」

な
の
で
あ

っ

た
。

そ
れ
で
は
、

な
ぜ
こ
の
公
職
が
そ
う
し
た
性
格
を
有
す
こ
と
に
な

っ
た
の

か
。　
「
名
誉
」

の
内
実
と
は
い
か
な
る
も

の
で
あ

っ
た
の
か
。
こ
の
背
景
に
は
、

ギ
リ
シ
ア
世
界
に
お
け
る

ロ
ー
マ
皇
帝
の
位
置
づ
け
が
あ

っ
た
。
次
に
そ
の
点
を

考
察
す
る
。

第

二
節
　
ギ
リ
シ
ア
知
識
人
と

ロ
ー
マ
皇
帝

　
ギ
リ
シ
ア
世
界
に
お
い
て
、

ロ
ー
マ
皇
帝
は
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
の

か
。
当
時
の
ギ
リ
シ
ア
世
界
で
は
ロ
ー

マ
帝
国
の
存
在
を
故
意
に
無
視
す
る
傾
向

が
あ

っ
た
と
は
い
え
、

ロ
ー
マ
皇
帝
だ
け

は
別
格
で
あ

っ
た
。

ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代

以
来
か
ら
の
君
主
崇
拝
の
流
れ
を
汲
ん
で
、
皇
帝
崇
拝
が
東
部
で
は
早
く
か
ら
盛

ん
で
あ
り
、

ま
た
、

都
市
内
部
の
争
い
や
、

都
市
間
の
争
い
を
解
決
し
て
く
れ

る
、
ギ
リ
シ
ア
世
界
よ
り

一
段
高
次
の
存
在
と
し
て
、
皇
帝

へ
の
依
存
度
は
時
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(52
)

を
経
る
に
従

っ
て
強
く
な

っ
て
い
っ
た
。

　
と
り
わ
け
、

ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
帝
期
後
半

に
は
パ
ン
ヘ
レ
ニ
オ
ン
都
市
同
盟
、
す

な
わ
ち

「全
ギ
リ
シ
ア
」
と
い
う
名
称
を
持

つ
都
市
同
盟
が
帝

の
肝
い
り
で
新
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(53
)

に
つ
く
ら
れ
、
ギ
リ
シ
ア
文
化
圏
の
都
市
が
多
く
加
盟
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。
こ

の
同
盟
の
加
入
条
件
の
ひ
と
つ
は
、
皇
帝
が
そ
の
都
市
に
い
か
に
恩
恵
を
施
し
て

い
る
か
、
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
ギ
リ
シ
ア
世
界
は
ま
す

ま
す

ロ
ー
マ
帝
国
で
は
な
く
、
皇
帝
を
強
く
身
近
に
感
じ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
っ

　
　
(54
)

て
い
た
。

　
ギ
リ
シ
ア
語
書
簡
長
官

は
、

い
わ
ば
こ

の
皇
帝
と
ギ
リ
シ
ア
世
界
の
諸
都
市
と

の
仲
介
役
で
あ

っ
た
。
前
述
の
よ
う
に
、

ギ
リ
シ
ア
語
書
簡
長
官
の
主
た
る
職
務

の

一
つ
は
、

皇

帝

か

ら

ギ

リ

シ
ア
都

市

へ
宛

て

た
書

簡

の
作

成

で
あ

っ
た
。

し

か

も
、

対

象

と

す

る

の
は

一
都

市

に

と
ど

ま

ら
ず

、

ギ

リ

シ

ア
世

界

全

体

の
諸

都

市

で

あ

る

わ

け

で
、

い
わ

ば

「
全

ギ

リ

シ
ア
」

的

性

格

を

有

し

て

い

た

と

も

い
え

る
。

つ
ま

り
、

ギ

リ

シ
ア
語

書

簡

長

官

職

は
、

ロ
ー

マ
帝

国

中

央

の
騎

士

身

分

公

職

と

は

い
え
、

そ

の
性

格

は

ほ
ぼ

ギ

リ

シ

ア
世

界

と

だ

け

密

接

に

か

か
わ

る
も

の

で
あ

り
、

そ

こ

へ
の
登

用

は

ギ

リ

シ

ア
世

界

か
ら

の
遊

離

を

意

味

し

は

し
な

か

っ

た

の

で
あ

る
。

　

第

二
に
、

ギ

リ

シ

ア
諸

都

市

か
ら

の
請

願

に
対

し

て
、

皇

帝

は
遠

征

中

で
す

ら

対

応

し

て

い

た

よ
う

で
あ

り
、

ギ

リ

シ

ア
語

書

簡

長

官

は
、

常

に
皇

帝

に
随

行

す

　

　

　

　
　

　

(55
)

る

必
要

が

あ

っ
た
。

こ

の

こ
と

は
、

彼

ら

と

皇

帝

お
よ

び

皇

帝

家

と

の
私

的

な

結

び

つ
き

も

大

い

に
強

め

る

こ
と

に
な

っ
た
。

た
と

え

ば

、

前

述

の

力

一=

一
ウ

ス

・

ケ

レ

ル
が

、

ハ
ド

リ

ア

ヌ
ス
帝

の
臨

終

を

看

取

る

ほ

ど

親

密

な

関

係

に

あ

っ
た

こ

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

(56
)

と

を
、

マ
ル

ク

ス
帝

は

『
自

省

録

』

で
述

べ

て

い
る

。

こ
う

し

た

結

び

つ
き

は
、

ギ

リ

シ

ア
知

識

人

に
と

っ
て
、

よ

り

大

き

な

意

味

を

持

っ
た

。

と

い
う

の
も

、

ギ

リ

シ

ア
語

書

簡

長

官

と

な

る

こ
と

は
、

し
ば

し
ば

、

皇

帝

家

の
ギ

リ

シ

ア
語

や

弁

論

術

の
教

師

た

る

こ
と

を
も

意

味

し

た

の

で
あ

る

。

ギ

リ

シ

ア
語

書

簡

長
官

職

に

登

用

さ
れ

た

ギ

リ

シ

ア
知

識

人

の
中

で
、

力

一=

一
ウ

ス

・
ケ

レ

ル

は

マ
ル

ク

ス
帝

の
、

テ

ィ
ト

ゥ
ス

・
ア
イ

ウ

ス

・
サ

ン
ク
ト

ゥ

ス

は

コ
ン

モ
ド

ゥ

ス
帝

の
、

ア

エ

リ

ウ

ス

・
ア

ン
テ

ィ
パ

テ

ル

は

カ

ラ

カ

ラ
帝

と

ゲ

タ
帝

の
、

少

年

時

代

に

お

け

る

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

(57
)

ギ

リ

シ

ア
弁

論

術

の
教

師

で
あ

っ
た

。

　

第

ニ

ソ

フ

ィ
ス
ト

た

ち

の
多

く

は

ア

テ
ネ

と

ロ
ー

マ
に

置

か

れ

て

い
た
弁

論
術

の
欽

定

講

座

の
教

授

職

を

務

め
て

お

り
、

フ

ィ

ロ
ス
ト

ラ
ト

ス
は

し
ば

し
ば

、

そ

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

(58
)

の
地

位

を

巡

る

争

い

に

つ

い
て

伝

え

て

い
る

。

皇

帝

の
師

と

な

る

こ

と
が

、

そ

れ

ら

の

教

授

職

就

任

を

は
る

か

に

超
越

し

た

価

値

を

そ

の
人

物

に

付

与

し

た

こ
と
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は
、
想
像
に
難
く
な
い
。
実
際
、
ア
ン
テ

ィ
パ
テ
ル
は
、

エ
フ
ェ
ソ
ス
に
刻
ま
れ

た
碑
文
に
、
皇
帝
の
師
か
つ
ギ
リ
シ
ア
語
書
簡
長
官
と
し
て
名
前
が
挙
が

っ
て
い

　
　
　
　

(59
)

る
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
サ
ン
ク
ト
ゥ
ス
は
、
プ

ロ
ク
ラ
ト
ル
職
、
会
計
長
官
、

エ
ジ
プ
ト
総
督

を
経
て
、

元
老
院
議
員
身
分
に
特
別
編
入
さ
れ
た
。

切
o
鼠
①
は
、
彼
の
順
調
な

出
世
は
、
す
べ
て

コ
ン
モ
ド
ゥ
ス
の
教
師
と
な

っ
た
た
め
で
あ
る
と
し
、
ギ
リ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(60
)

ア
語
書
簡
長
官
就
任

の
意
味
は
低
く
見
積
も
る
。
だ
が
、

℃
貯
⊆
ヨ

に
よ
れ
ば
、

サ
ン
ク
ト
ゥ
ス
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
書
簡
長
官
を
最
初
の
公
職
と
し
て
務
め
、
そ
の

後
で
他
の
騎
士
身
分
公
職
と
と
も
に

コ
ン
モ
ド
ゥ
ス
の
教
師
と
な

っ
た
可
能
性
が

　
(61
)

高
い
。
彼
が
教
師
と
な
る
直
接
の
要
因
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
書
簡
長
官
職

へ
登
用
さ

れ
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
意
義
を
軽
視
す
べ
き
で
は
な
い
。
ま
た
、
他
の
公
職
や

元
老
院
議
員
編
入
に
つ
い
て
は
、
サ
ン
ク
ト
ゥ
ス
に
と

っ
て
よ
り
価
値
が
あ

っ
た

の
は
、
次
期
皇
帝
の
教
師
と
な
る
方
で
あ

り
、
社
会
的
上
昇
は
自
ら
が
求
め
た
と

い
う
よ
り
も
、
師
と
な

っ
た
こ
と
に
付
随
す
る
結
果
に
す
ぎ
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
実
際
、
彼
と
同
様
に
ケ
レ
ル
と
ア
ン
テ
ィ
パ
テ
ル
も
、
ギ
リ
シ
ア
語
書
簡
長

官
職
が
、
そ
の
経
歴
の
中
で
、
既
知
の
最
初
の
ロ
ー

マ
公
職
で
あ

っ
た
。
明
ら
か

に
こ
の
職

へ
の
登
用
こ
そ
が
、
皇
帝
家
子
弟

の
ギ
リ
シ
ア
文
化
教
育
を
任
さ
れ
る

こ
と
と
密
接
に
結
び

つ
い
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
ギ
リ
シ
ア
語
書
簡
長
官
職

へ
の
就
任
は
、
ギ
リ
シ
ア
世
界
最

大
の
知
識
人
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
と
同
時
に
、

ロ
ー
マ
帝
国
の
ま
さ
に
中
核
に

お
い
て
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
誇
り
を
示
す
こ
と
を
も
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
ギ
リ
シ

ア
知
識
人
、
と
り
わ
け
当
時

「花
形
ス
タ
ー
」
で
あ

っ
た
弁
論
家
に
と

っ
て
は
、
面

目
躍
如
で
あ

っ
た
。
彼
ら
は
、
自
分
た
ち
が
ギ
リ
シ
ア
文
化
人
で
あ
る
誇
り
を
捨

て
て
ロ
ー
マ
帝
国
に
阿

っ
て
い
る
と
は
決

し
て
考
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

」

お
　

わ
　
り
　

に

　

ギ
リ
シ
ア
語
書
簡
長
官
職
は
、
書
簡
長
官
職
や
ラ
テ
ン
語
書
簡
長
官
職
と
は
異

な
る
性
格
を
有
し
、

ロ
ー
マ
帝
国
の
騎
士
身
分
公
職
階
梯
の
中
で
は
そ
れ
な
り
の

序
列
に
あ

っ
た
と
は
い
え
、
き
わ
め
て
特
殊
な
位
置
に
あ

っ
た
。
ま
さ
に
ギ
リ
シ

ア
語
に
特
化
し
た
専
門
職
だ

っ
た
の
で
あ
り
、
騎
士
身
分
上
層
の
人
々

一
般
が
栄

達

の
た
め
に
狙
う
よ
う
な
公
職
で
は
な
か

っ
た
。

　

し
か
し
、
む
し
ろ
、
そ
の
専
門
的
性
格
お
よ
び
皇
帝
と
の
近
し
さ
ゆ
え
に
、
ギ

リ
シ
ア
知
識
人
に
と

っ
て
、
こ
の
公
職
に
登
用
さ
れ
る
こ
と
は
、
当
時
の
ギ
リ
シ

ア
文
化
圏
の
中
で
最
高
の
社
会
的
評
価
を
得
る
こ
と
を
意
味
し
、
最
大
の
名
誉
で

あ

っ
た
。
彼
ら
に
と

っ
て
、
こ
の
ギ
リ
シ
ア
語
書
簡
長
官
職
の
、
騎
士
身
分
公
職

階
梯
の
中
の
位
置
に
意
味
は
ほ
と
ん
ど

な
か

っ
た
。

こ
の
職
自
体
が
有

し
て
い

た
、

ロ
ー
マ
帝
国
行
政
や
騎
士
身
分
公
職
階
梯
を
逸
脱
し
た
独
自
の

「
ギ
リ
シ
ア

的
」
価
値
こ
そ
が
重
要
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

こ
の
職
務

は
、
ギ
リ

シ
ア
文
化

の
代
表
で
あ
る
と
の
意
識
が
強

い
ソ
フ
ィ
ス
ト
た
ち
に
と

っ
て
は
、
経

歴
の
最
後
を
飾
る
に
ふ
さ
わ
し
く
、
ま
た
、
こ
の
公
職
を
め
ぐ
る
確
執
に
は
激
し

い
も
の
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

　
本
稿
に
お
け
る
以
上
の
議
論
は
、
近
年
の
ロ
ー
マ
元
首
政
期
ギ
リ
シ
ア
文
化
に

関
す
る
研
究
動
向
と
考
え
合
わ
せ
る
と
、
大
き
な
意
味
を
持

っ
て
く
る
。　

「
は
じ

め
に
」
で
触
れ
た
よ
う
に
、
ギ
リ
シ
ア
知
識
人
た
ち
は
ギ
リ
シ
ア
世
界
に
お
い
て

高
い
社
会
的
評
価
を
受
け
、
報
酬
を
得
る
こ
と
に
は
大
い
に
関
心
が
あ

っ
た
が
、

騎
士
身
分
や
元
老
院
議
員
身
分
と
し
て

ロ
ー
マ
中
央

へ
社
会
的
上
昇
を
す
る
こ
と

に
は
あ
ま
り
関
心
が
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
テ

ユ
ル
ス
の
ハ

ド
リ
ア
ヌ
ス
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
人
々
の
典
型
で
あ

っ
た
。
首
都

ロ
ー
マ
で
の
彼

29



窓史

の
弁
論
が
、
ギ
リ
シ
ア
文
化
に
関
心
の
あ
る
人
だ
け
で
な
く
、

ラ
テ
ン
語
を
習

っ

て
い
る
人
を
含
め
て
あ
ら
ゆ
る
人
々
を
ギ
リ
シ
ア
弁
論

へ
と
ひ
き
つ
け
た
と
フ
ィ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(62
)

ロ
ス
ト
ラ
ト
ス
は
記
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
彼
は
ま
さ
に
ギ
リ
シ
ア
文
化
の

体
現
者
で
あ
り
、

ロ
ー
マ
的
観
念
と
は
縁

の
な
い
人
物
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う

し
た
人
物
で
す
ら
歓
迎
し
た
も
の
が
ギ
リ
シ
ア
語
書
簡
長
官
職
で
あ

っ
た
。

　
彼
ら
ギ
リ
シ
ア
知
識
人
層
は
、
ギ
リ
シ
ア
的
価
値
観
を
強
く
有
し
て
い
た
か
ら

こ
そ
、

ロ
ー
マ
帝
国
の
ギ
リ
シ
ア
語
書
簡
長
官
に
な
る

こ
と
を
望
ん
だ
の
で
あ

る
。
ギ
リ
シ
ア
世
界
の
中
で
得
ら
れ
る
社
会
的
評
価
に
は
当
然
限
界
が
あ

っ
た
。

そ
う
し
た
彼
ら
に
と

っ
て
こ
の
公
職
は
、

ロ
ー
マ
帝
国
行
政
機
構
に
所
属
し
な
が

ら
も
、
ギ
リ
シ
ア
文
化
人
と
し
て
の
誇
り
を
損
な
う
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
前
面
に

押
し
出
す
こ
と
の
で
き
る
、
稀
有
な
公
職
で
あ

っ
た
。

一
方
、

ロ
ー

マ
帝
国
に
と

っ
て
は
、
東
部
行
政
の
円
滑
化
が
期
待
で
き
た
。
ギ
リ
シ
ア
文
芸

の
専
門
家
を
求

め
る
ロ
ー
マ
帝
国
の

「利
害
」
と
、
ギ
リ

シ
ア
世
界
最
高
の
評
価
を
求
め
る
弁
論

家
の

「利
害
」
と
が
ま
さ
し
く

一
致
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
う
し
て

ロ
ー
マ
帝

国
と
ギ
リ
シ
ア
世
界
は
、
微
妙
な

つ
な
が
り
を
維
持
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
関
係
は
、
三
世
紀
半
ば
の
軍
人
皇
帝
時
代
以
降
、
帝
国
が
内

外
に
不
安
定
要
因
を
抱
え
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
に
伴

っ
て
新
た
な
騎
士
身
分
階

層
が
台
頭
し
て
く
る
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史
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。

　

　
新
保
良
明

「
ロ
ー

マ
帝
政
前
期

に
お
け
る
騎

士
官
僚

-
任

官
と
任
務

に
関
す
る

一

　

　
考

察
i
」
　
『
歴
史
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。
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〇
四
年
)

に
拠
り
、

　

　
用
語
等

は
本
稿

に
合
わ
せ
て
改
変

し
た
。
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史
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①
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簡
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触
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。
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。
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。
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簡
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近
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し

た

。

国
」
W
凶塾
①
ざ

.諺

け
9
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0障

O
o
ヨ

Φ
財
呂

菊
Φ
℃
Φ
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ぎ
償
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切
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①
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嚇
諺
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鵠
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9

(
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)
　
諺
゜
菊

b゚d
綜
♂
ざ

ト
ミ

§

慧

こ

§
勘
い
§

植
ミ

゜

(
37
)
　

も

っ
と

も

、

新

保

「
騎

士
将

校

」
、　

一
九

六
-

一
九

八
頁

は

しb
陣焦
Φ
団

の
見

解

に
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窓史

　

　
反

対

し

、
書

簡

長

官

職

の
人

事

介

入
権

が

そ

れ

ほ

ど
強

く

は
な

か

っ
た

こ
と

を

説

得

　

　
的

に
論

じ

て

い
る

。

(
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)
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♪

類
鋤
母

凶9
⇔
器

噂
員

℃
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゜

(
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)
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霧
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器
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(
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℃
山
碧

ヨ
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抽

巳
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O
°

(
41
)
　
U
凶o

O
霧
玖
霧

"
謡

"
b。
卜。
"
し◎
°

(
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)

鼕

"
譲
櫛
砕

貯
口
口
9
H
ρ

H
O
は

、
ス
ト

ア
派

の

エ
ピ

ク

テ
ト

ス
と

と

も

に
、
哲

学

者

　

　
と
し
て

ヘ
リ
オ
ド
ル
ス
な
る
人
物

を
挙
げ

る
。
だ
が
、
こ
の

ヘ
リ
ナ
ド

ル
ス
が

ア
ウ

　

　

ィ
デ

ィ
ウ
ス

・
ヘ
リ
オ
ド

ル
ス
と
同

一
人
物

で
あ

る
か
は
議

論
が
あ

る
。

℃
国
欝

彎
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(
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、
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◎
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、
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"
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⑩
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(
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)
　
℃
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鳩
く
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蔭
辱

(
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)
　

℃
窪
8
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霞
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易

℃
く
鈎

ぴ録

゜
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お
、

彼

が

、

何

ら

か

の
属

州

の
プ

ロ
ク

ラ

ト

ル
に

　

　
任

命

さ
れ

た

こ
と

は

碑
文

か

ら

も

判

明

し

て

い

る

。

ρ

℃
」

。
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.中
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の8

守

　

　
ぴq
罠

℃
ぼ
o
巴
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壁

①
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ミ
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ミ
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覇

b◎
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i
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゜

(
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)
　
℃
⇔
き

日

に

よ

れ
ば

、

こ
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職

務

の
俸

給
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二
〇

万

セ

ス
テ

ル
テ

ィ

ウ

ス
で
あ

っ

　

　

た

。

(
47
)
　
℃
財
臨
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霞
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℃
く
勲

切
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(
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)
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8
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"
く
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(
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℃
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。。霞
舞
葺
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勲
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訳

文

は
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戸

塚

七
郎

、
金
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佳

司

訳

、
ピ

ロ
ス

ト

ラ

　

　

ト

ス
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エ
ゥ

ナ
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ォ

ス

『
哲

学
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・
ソ

フ
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列
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(
京
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版

会
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よ
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部
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が
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っ
た
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(
50
)
　
℃
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賃
鎮
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矯
く
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零
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(
51
)
　
U
凶◎

O
霧

玖
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堕
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℃
b◇
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卜◎
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(
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)
　

南

川

高

志

「
ロ
ー

マ
帝

国
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ギ

リ

シ
ア
文

化

」
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藤
縄

謙

三
編

『
ギ

リ

シ

ア
文

化

　

　

の
遺

産

』
　

(
南

窓

社

、

一
九

九

三

年

)
、
九

四
-

一
〇

〇

頁
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(
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も

っ
と
も

、

実

際

に
加

入

し
た

こ
と

が

判

明

し

て

い

る
都

市

は

、

ギ

リ

シ

ア
本

土

　

　

の
都

市

を
中

心

と

し
て

、

エ
ー

ゲ
海

周

縁
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都

市
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っ
た
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ソ
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テ

ィ
オ
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ア
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っ
た
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都

市
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盟

は
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ら

れ

て

い
な

い
。

こ

　

　

の
同

盟

に

関

し

て

は

、

碑

文

史

料

か
ら

の

断

片

的

情

報

が

主

で
あ

り

、

詳

細

に

つ

　

　

い

て

は

議

論

が

あ

る

。
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下
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拙
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、
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た
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質
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℃
霧

富
ロ
霧

弘

c。
℃
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そ

の
後

、
ピ

ウ

ス
帝

が
帝

国

全

土
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拡

大

さ

せ

た
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さ

れ

る
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鐵
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(本
稿
は
、
平
成
十
九
年
度
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
若
手
研
究

(B
)
に

ょ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。)

32


